
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2016 年（平成 28 年） 

 4 月 5 日（火） 
発行：税理士法人 SBC パートナーズ 
   大阪市北区太融寺町3番 24号 

 日本生命梅田第二ビル 3階 

 

 

 

 

金融公庫の活用方法金融公庫の活用方法金融公庫の活用方法金融公庫の活用方法    
～金融機関から見た資金調達のポイント～金融機関から見た資金調達のポイント～金融機関から見た資金調達のポイント～金融機関から見た資金調達のポイント～～～～

 
日 時：2016 年 5 月 12 日（木） 

    8:00～9：00 （開場 7:45～） 

 
講 師 ： 日 本 政 策 金 融 公 庫    

第二融資課長  

   石垣 恵市 氏 
 
対 象：経営者・経営幹部 
 
定 員：10 名（先着順） 
 
参加費：1 名様 3,000 円（税込）  

・弊社顧問契約先 1,000 円(税込) 

※当日会場にてお渡し下さい。 

 
会 場：税理士法人ＳＢＣﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 

  浜松支店 会議室 

 

お問合せ：税理士法人 SBC ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 
     Tel: 053-463-3555   

    （担当：松田・河西） 

SBC SeminarSBC SeminarSBC SeminarSBC Seminar 
    

セミナー案内セミナー案内セミナー案内セミナー案内    

 

 

 

 

国税の処分に関して不服が

ある場合、いきなり訴訟を

提起することはできませ

ん。①税務署長等に対して

再調査の請求を行い、その

決定に不服があれば、国税

不服審判所長への審査請求

を経て、訴訟を提起するか、

あるいは②国税不服審判所

長に対して直接審査請求を

行い、裁決に不服があれば、

訴訟を提起するかのいずれ

かの方法をとることになり

ます。訴訟は、審判所の裁

決から 6 か月以内に提起し

なければなりません。 
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不服申立て前置主義不服申立て前置主義不服申立て前置主義不服申立て前置主義 
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エスビーシー・ファーストタックスエスビーシー・ファーストタックスエスビーシー・ファーストタックスエスビーシー・ファーストタックス 

不服申立制度改正に伴う通達を公表 不服申立制度改正に伴う通達を公表 不服申立制度改正に伴う通達を公表 不服申立制度改正に伴う通達を公表 

４月１日以降の処分から新制度が適用に４月１日以降の処分から新制度が適用に４月１日以降の処分から新制度が適用に４月１日以降の処分から新制度が適用に    
 

国税庁はこのほど、「『不服審査基本通達（審査請求関係）の制

定について』の一部改正について」（法令解釈通達）（平成 28 年 2

月 5 日）及び「『不服審査基本通達（異議申立関係）の制定につい

て』の一部改正について」（法令解釈通達）（平成 28 年 2月 5 日）

を公表した。 

平成 26年 6 月に、公共性の向上、使いやすさの向上の観点から、

行政不服審査法が抜本的に改正されたことに伴い、国税通則法の

不服申立てに関する規定も改正され、新たな国税不服申立制度は、

平成28年4月1日以後に行われる処分を対象とした不服申立てか

ら適用されることとされている。 

今回の通達は、見直された国税通則法の改正点を明確化したも

ので、4月 1 日より適用される。 

従来の国税不服申立制度では、処分に不服がある場合、原則と

して処分があったことを知った日の翌日から 2 か月以内に異議申

立てを行うこととされていた。平成 28年 4 月 1 日以後に行われる

処分からは、この異議申立てが廃止され、処分に不服がある場合

には、処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内に、①

処分の取り消し等を求めて原処分庁に対して不服を申立てる「再

調査の請求」か、②処分の取り消し等を求めて国税不服審判所長

に対して不服を申し立てる「直接審査請求」のいずれかを選択し

て行うことができるようになる。 

新制度では、「正当な理由」がある場合を除き、「処分があった

ことを知った日の翌日から 3 か月」を超えて不服申立てをするこ

とはできない。 

今回公表された通達では、この期限後の不服申立てを例外的に

認める「正当な理由」として、処分及び決定時に誤った不服申立

期間を教示した場合や、天災等によりやむを得ず期限内に不服申

立てができなかった場合等を例示している。 

また、通達では、平成 28年 4 月 1日以後に行われる処分から新

設された「口頭意見陳述における質問権の導入」、「標準審理期間

の設定」、「審理期間の終結」などの項目についても、解釈等が示

されている。 

専門家・実務家のための税務戦略ニュース 毎月 3回（5 日.15 日.25 日）発行 

 【注意】当記事に記載されている情報に万が一誤りがあった場合、または当記事を利用することにより生じた損失や損害などについては、いかなる 

場合も一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。 


